
障 害 者 福 祉 課 

 

 議案第１０号  

港区立児童発達支援センター条例等の一部を改正する条例について 

 

児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６６号。以下「改正法」とい

います。）の施行に伴い、港区立児童発達支援センター条例ほか２条例の一部を改正

します。 

 

 

１ 改正理由 

改正法が令和４年６月１５日に公布され、障害児通所支援において、肢体不自由

のある児童を支援の対象とした医療型児童発達支援について、全ての障害児を対象

とする児童発達支援に一元化することとされました。 

改正法の施行（令和６年４月１日）に伴い、区の条例のうち、規定の整備が必要と

なる３条例について、一括して条例改正を行います。 

 

２ 改正する条例 

１ 港区立児童発達支援センター条例（平成３０年港区条例第３１号） 

２ 港区立障害保健福祉センター条例（平成９年港区条例第５６号） 

３ 港区立精神障害者支援センター条例（平成２７年港区条例第１２号） 

 

３ 改正内容 

（１）障害児通所支援における児童発達支援の類型が一元化されたことに伴い、港区

立児童発達支援センターの目的及び事業に係る規定を整備します。 

（２）各条例で引用している児童福祉法の条項番号を変更します。 

 

４ 施行期日 

  令和６年４月１日  
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